
広報ごか　2016．7 14

（
町
民
税
務
課
）

　

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
経
済
的
に
困
難
な
場
合
は
、
本
人

か
ら
の
申
請
に
よ
り
承
認
さ
れ
る

と
保
険
料
の
納
付
が
免
除
に
な
り
ま

す
。
免
除
に
は
、
全
額
免
除
と
３
段

階
の
一
部
免
除
（
２
分
の
１
免
除
、

４
分
の
１
免
除
、
４
分
の
３
免
除
）

が
あ
り
ま
す
。

　

納
付
す
る
月
々
の
保
険
料
額
は
次

の
と
お
り
で
す
。
（
平
成
28
年
度
）

４
分
の
１
免
除　

１
２
，
６
０
０
円

２
分
の
１
免
除　
　

８
，
１
３
０
円

４
分
の
３
免
除　
　

４
，
０
７
０
円

　

こ
れ
ら
の
制
度
を
ご
利
用
い
た
だ

く
場
合
に
は
、
本
人
、
配
偶
者
、
世

帯
主
の
前
年
所
得
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一

定
の
基
準
額
以
下
で
あ
る
こ
と
が
条

件
と
な
り
ま
す
。

○
対
象
期
間　
７
月
か
ら
翌
年
６
月

○
申
請　
町
民
税
務
課
②
窓
口

○
持
参
す
る
も
の

　

印
鑑
・
本
人
確
認
書
類

　

失
業
に
よ
る
申
請
の
場
合
は
、

　

「
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
」

　

「
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
」

　

こ
の
ほ
か
猶
予
ま
た
は
免
除
の
制

度
と
し
て
、
次
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

▼「
若
年
者
猶
予
制
度
」50
歳
未
満
の
方

の
保
険
料
が
猶
予（
所
得
審
査
あ
り
）

▼「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
学
生
の
方
の

保
険
料
が
猶
予
（
所
得
審
査
あ
り
）

▼
「
法
定
免
除
」
障
害
年
金
や
生
活

保
護
法
に
基
づ
く
生
活
扶
助
を
受

給
し
て
い
る
方
の
保
険
料
が
免
除

　

保
険
料
の
免
除
や
納
付
猶
予
に

な
っ
た
期
間
中
に
、
ケ
ガ
や
病
気
で

障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事
態

が
発
生
し
た
場
合
、
障
害
年
金
や
遺

族
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
た
、
老
齢
年
金
の
受
給
資
格
期

間
（
25
年
間
）
に
も
算
入
さ
れ
ま
す
。

※
１　
一
部
納
付
の
承
認
を
受
け
て
い

る
期
間
は
、一
部
納
付
の
保
険
料
を

納
付
し
て
い
る
こ
と
が
必
要

※
２　

２
分
の
１
が
国
庫
負
担
さ
れ
る

（
平
成
21
年
４
月
分
か
ら
）

※
３　

４
分
の
１
納
付
は「
５
／
８
」

が
反
映

　

２
分
の
１
納
付
は「
６
／
８
」が
反
映

　

４
分
の
３
納
付
は「
７
／
８
」が
反
映

　
（
い
ず
れ
も
平
成
21
年
４
月
分
か
ら
）

○
お
問
い
合
わ
せ

　

町
民
税
務
課　

町
民
Ｇ

　

☎
（84）
１
９
６
５
（
直
通
）

　

下
館
年
金
事
務
所

　

☎
０
２
９
６

（25）
０
８
２
９

（
生
活
安
全
課
）

　

ご
み
集
積
所
に
回
収
さ
れ
な
い
ご

み
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
悪
臭
や
害

虫
の
発
生
原
因
に
な
っ
て
、
近
所
に

迷
惑
を
か
け
ま
す
。
き
ち
ん
と
分
別

し
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

分
別
が
守
ら
れ
て
い
な
い
も
の

は
、
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
ご
み
袋
】

　

45
㍑
以
下
の
透
明
な
ご
み
袋
に
入

れ
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。
レ
ジ
袋
は

使
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

【
出
す
曜
日
】

　

決
め
ら
れ
た
曜
日
に
出
し
て
く
だ

さ
い
。

【
出
す
時
間
】

　

当
日
の
午
前
8
時
ま
で
に
出
し
て

く
だ
さ
い
。
時
間
後
に
出
さ
れ
た
ご

み
は
回
収
で
き
ま
せ
ん
。

【
ペッ
ト
ボ
ト
ル
】

　

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
、
飲
料
、
酒
類
、

し
ょ
う
ゆ
が
入
っ
て
い
た
も
の
で
、
無

色
透
明
な
物
の
み
で
す
。

　

ラ
ベ
ル
は
燃
え
る
ご
み
で
す
。

キ
ャ
ッ
プ
は
エ
コ
キ
ャ
ッ
プ
運
動
（
回

収
さ
れ
た
キ
ャ
ッ
プ
を
売
却
す
る
こ

と
で
得
ら
れ
た
資
金
は
ワ
ク
チ
ン
代

に
な
り
ま
す
）
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

※
色
付
き
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
、
洗
剤

や
油
が
入
っ
て
い
た
容
器
は
、
可

燃
ご
み
で
す
。

【
缶
類
】

　

お
菓
子
の
缶
や
粉
ミ
ル
ク
の
缶

は
、
不
燃
ご
み
で
す
。
缶
類
に
混
入

さ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

【
不
燃
性
粗
大
ご
み
】

　

50
㎝
以
上
2
ｍ
以
下
の
大
き
さ
の

も
の
が
、
不
燃
性
粗
大
ご
み
で
す
。

こ
れ
よ
り
小
さ
い
物
は
不
燃
ご
み
で

す
。

【
剪
定
枝
】

　

１
本
の
太
さ
が
5
㎝
以
下
、
長
さ

が
50
㎝
以
下
、
束
ね
た
直
径
が
30
㎝

以
下
の
も
の
は
可
燃
ご
み
で
す
。
太

さ
5
㎝
以
上
15
㎝
以
下
、
長
さ
50
㎝

以
上
2
ｍ
以
下
の
も
の
は
可
燃
性
粗

大
ご
み
に
な
り
ま
す
。

【
雑
草
】

　

土
を
き
ち
ん
と
払
い
落
し
、
土
が

付
い
て
い
な
い
状
態
で
透
明
な
ご
み

袋
に
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

※
土
や
泥
が
混
入
し
て
い
る
も
の

は
、
回
収
で
き
ま
せ
ん
。

【
ペッ
ト
の
フ
ン
】

　

フ
ン
の
後
始
末
は
飼
い
主
の
義
務

で
す
。
必
ず
回
収
し
、
可
燃
ご
み
と

し
て
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
等
で
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

生
活
安
全
課　

生
活
環
境
Ｇ

　

☎
（84）
３
６
１
８
（
直
通
）

老齢基礎年金 障害基礎年金
遺族基礎年金
（受給期間算入）

受給期間
への算入

年金額
への反映

納　　付 ○ ○ ○

全額免除 ○
○
※2

○

一部納付
※1

○
○

※３
○

若年者納付猶予
学生納付特例

○ × ○

未　納 × × ×

国
民
年
金
保
険
料
に
は
免

除
制
度
が
あ
り
ま
す

ご
み
の
出
し
方
に
ご
注

意
く
だ
さ
い


